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 第１章 環境配慮活動に向けて 

 

 

１．箱崎文系地区概要 

 

 

事業所名      国立大学法人 九州大学 箱崎文系地区 

 

所在地       〒８１２－８５８１ 福岡市東区箱崎６丁目１９－１ 

 

箱崎文系地区の組織（平成２４年５月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成員       教職員・学生：４，５７７名（平成２４年５月現在） 

 

[内訳] 教職員    425名（教員：271名、職員：154名） 

    大学院生  1,239名（修士課程：538名、博士課程：368名、専門職課程：333名） 

    学部学生  2,913名（１年次：666名、２年次：674名、３年次：673名、４年次：900名） 

 

 

環境報告対象の組織 

 

     箱崎文系地区 

 

報告期間 

    「環境報告書 2012」に記載されている内容は、主に 2011年度（平成 23年 4月 1日から平成 24

年3月31日まで）の取り組み、実績値を中心にまとめており、一部に、平成24年4月1日以降

の取り組みや平成23年3月31日以前のデータが含まれています。 

箱崎文系地区 

人文科学研究院・人文科学府・文学部 

人間環境学研究院・人間環境学府・教育学部 

法学研究院・法学府・法学部 

法科大学院 

経済学研究院・経済学府・経済学部 

貝塚地区事務部 
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２．九州大学環境方針 

 

 

基本理念 

 

  九州大学は、地球未来を守ることが重要な課題であることを認識し、環境に配慮した実践活動を通じ

て、地球環境保全に寄与する人材を育成するとともに、地球に環境負担を掛けない社会を実現するため

の研究を推進する。 

 

 

活動方針 

 

  九州大学は、以下に掲げる活動方針に従って、環境目的、目標、及び計画を定め、環境活動の実施状

況を点検・評価することにより、継続的環境改善を図ることとする。 

 

  （環境マネジメントシステム構築） 

１． 部局ごとに環境マネジメントシステムを構築し、環境に配慮した活動に積極的に取り組むことにより、

環境に優しいキャンパスの実現を目指す。 

 

  （構成員） 

２．学生及び教職員は、本学に関係する事業者や地域住民とともに、環境に配慮した活動に積極的に取り

組み、本学はこれを支援する。 

 

（環境に関する教育・研究の充実） 

３．地球環境に関する教育カリキュラム及び環境負荷低減のための研究を、総合大学としての特長を生か

して充実させ、地球環境の保全に寄与する 

 

  （法令遵守等） 

４．本学におけるすべての活動において、環境関連の法令を遵守し、環境汚染の防止や温室効果ガスの削

減等に努める。 

 

（コミュニケーション） 

５．環境に関する情報を学内外に伝えるため、環境報告書を作成、公表する。作成にあたっては法令に関

する重要な情報を虚偽なく記載することに信頼性を高める。 

 

 

   この環境方針は、すべての学生、教職員及び関係事業者に周知させるとともに、ホームページ等を用

いて広く開示する。 

 

 

 

平成１８年  ９月２２日 

九州大学 総長 梶山 千里  
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３．環境マネジメント体制 

 

 平成１７年４月１日に施行された「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業

活動の促進に関する法律」（環境配慮促進法）を受け、本学では、「環境保全管理委員会」（委員長：副

学長、委員：各部局の選出委員）の下に、環境広報部会、環境教育部会、資源エネルギー部会及び環境安

全部会の４つの部会が設けられました。 

 このことに伴い、箱崎文系地区においても、共通の運営事項について協議するために置かれた箱崎文系

地区協議会を中心にして、部局の事情に応じた活動が行えるよう環境マネジメント体制を構築しています。 

 

環境配慮の取り組み体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活 動 項 目 

 

○WEBサイト等による環境報告書の公開 

○環境月間行事の通知 

○環境関連の授業の充実、研究の推進 

○資源・エネルギーの使用料の把握、削減対策 

○ごみの分別、古紙回収 

○グリーン購入・調達 

○環境汚染調査 
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４．環境活動計画と目標 

 

平成２３年度の目標と評価、平成２４年度の目標及び具体的な取組 

   平成２２年度に箱崎文系地区で取組みました環境活動についての自己評価と箱崎文系地区協議会で

了承されました、平成２４年度の目標及び具体的な取組を以下に示します。 

事  項 平成23年度目標 具体的な取組 評価 平成24年度目標 具体的な取組 

温
暖
化
対
策 

建物延床面積当た

りのエネルギー使

用量減と対前年度

比減を目指す。 

(1)空調機を設置する

時は、すべて省エネ基

準達成率１００％以上

のものにする。 

○ 

建物延床面積当た

りのエネルギー使

用量減と対前年度

比減を目指す。 

(1)空調機を設置する

時は、すべて省エネ基

準達成率１００％以上

のものにする。 

(2)毎月の光熱水等の

使用量を箱崎文系地区

協議会に公表し、節約

の励行を呼びかける。

○ 
(2)毎月の光熱水等の

使用量を箱崎文系地区

協議会に公表し、節約

の励行を呼びかける。

(3) 省エネポスター等

により夏季の冷房温度

28℃以上、冬季の暖房

温度 19℃以下を呼び

かける。 

○ 

(3) 省エネポスター等

により夏季の冷房温度

28℃以上、冬季の暖房

温度 19℃以下を呼びか

ける。 

資
源
・
循
環 

生活系ごみの資源

化率を高める。 

ごみの分別排出を呼び

かける。 ○ 

生活系ごみの資源

化率を高める。 

ごみの分別排出を呼び

かける。 

用紙の購入量の対

前年度比減を目指

す。 

使用済み用紙の裏面利

用、電子媒体の積極利

用を行う。 
○ 

用紙の購入量の対

前年度比減を目指

す。 

使用済み用紙の裏面利

用、電子媒体の積極利

用を行う。 

グ
リ
ー

ン
購
入

九州大学グリーン

調達方針に基づく

調達を行う。 

環境配慮型製品を優先

的に購入する「グリー

ン購入」を進める。 

○ 

九州大学グリーン

調達方針に基づく

調達を行う。 

環境配慮型製品を優先

的に購入する「グリー

ン購入」を進める。 

評価 ： ○・・・環境活動の取組ができている。△・・・環境活動の取組がある程度できている。 

     ×・・・環境活動の取組ができていない。 

 

 

「エネルギー使用量」と「古紙回収量」の平成 24 年度目標値について 

 種別 平成２３年度使用量 平成２４年度目標値 

エネルギー使用量 

電気 2，456MWh 2，400MWh 

ガス 103 千㎥ 100 千㎥ 

A重油 0kL 0kL 

古紙回収量  48t 50t 
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 第２章 環境教育・研究と環境保全 

 

 

１．環境関連の授業科目 
 

環境関連の授業科目開講数（平成２４年度） 

  文学部（２科目）、経済学部（９科目）、人間環境学府（１１科目）、経済学府（６科目）、法務学 

府（１科目） 

 

環境関連の授業科目（抜粋）の講義概要 

【文学部】 

○地誌学講義Ⅰ 

  ・最初に、2 万年前の最終氷期（氷河時代）が我々の住民生活や生物分布にどのように関わっている

のか、あるいは、過去2千年間の気候変動が世界の歴史とどのような関係にあるのかについて概説す

る。次に、近年の温暖化が世界の氷河や植生分布に及ぼす影響、近年の環境変化が高山や砂漠などの

厳しい自然や生態に与える影響について述べる。さらに、インドのヒマラヤ地域を例にあげ、その厳

しい自然の中で人々はどのように暮らしているのかについて説明する。 

○社会人類学講義Ⅲ 

   ・水俣病問題などの公害・環境問題、社会問題においては、政治的介入の側面が強く表れる。そうい

った問題に関する研究テーマについて研究する研究者の立場について考えることをスタート地点とし

て、環境問題におけるフィールドワークの在り方と具体的方法論、面白さについて学ぶ。 

【経済学部】 

○経済・経営学演習 

  ・国土・環境保全、水源涵養、地域社会の維持など、農業の多面的機能について、理解を深める。 

○環境経済学 

  ・現代の最重要課題の１つである環境問題を経済学的に分析し，その解決のための環境政策を評価す

ることを目的とした学問である。本講義では経済学部生が2年までの期間で学んだ経済学の理論，手

法がどのように応用されているかを中心に環境経済学の基本的な内容を概説する。 

○経済・経営学基本演習 

・廃棄物の発生、収集・移動、廃棄行動、有害廃棄物、リサイクル政策、リサイクルの市場等の理解

を深める。 

【人間環境学府】 

○環境心理学特論 

  ・人間と環境の相互作用、相互浸透の具体的な姿・現象を見ていく視点および基本的な概念を取り扱

う。 

○アーバンデザインセミナー 

  ・アジア諸都市の居住環境問題、都市問題に焦点をあて、アジア諸都市のアーバンデザインや居住環

境をめぐる課題とそれを取り巻く社会・経済、政策・制度等の社会的・文化的背景について学習する。 

【経済学府】 

○経済モデル解析特研Ⅰ 

・米国の著名な研究者による国際環境協定のテキストの主要部分を詳細に紹介する。テキストの中で

は国際的な環境条約締結の現実と理論(ゲーム的手法によるアプローチ)が包括的に扱われている。 

○市場経済史特研Ⅰ 

  ・1.エネルギー産業と環境問題についての学習 2.環境問題の処理方法の時代的変遷についての学習 

【法務学府】 

○環境法 

・経済活動に制約を加えている現代環境法はどのような基本的な考え方に基づいており、どのような

アプローチがとられているのか概観し、モデル的環境法を想定することにより、そこに規定されてい

る規制手法を整理する。 
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２．環境月間行事等 

 

 

 

１．夏季の軽装の励行 

  地球温暖化の防止及び省エネルギーに資するため、平成23年5月9日か 

 ら同年10月31日までの間、可能な限り軽装の励行を行いました。このこ 

 とについては、来客等に対しても夏季の軽装期間である旨の張り紙を行い、 

 広く理解を求めるよう努めました。 

 

 

２．節電の実施 

  東日本大震災の影響による電力不足を受け、夏季（平成23年7月1日か 

 ら平成23年9月30日までの間）、冬季（平成23年12月1日から平成24 

 年3月31日までの間）の節電に取り組みました。 

 

 

３．放置自転車撤去の実施 

  毎年多くの自転車やバイクが、自転車置き場や緑地等に放置され、校内環境を損なう原因となってい

ることから、箱崎文系地区では、環境月間行事の一環として平成23年11月7日に一斉撤去を行いまし

た。 

 

 

４．構内禁煙の徹底 

  地区内の教職員・学生に対して指定場所以外の構内禁煙、歩行喫煙禁止の周知を行いました。また、

分煙化をすすめるとともに喫煙場所の削減に取り組みました。 
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 第３章 エネルギー・資源の削減 

 

 

１．エネルギー消費量 

 

 

 

 箱崎文系地区及び法科大学院・建築学教室（箱崎理系地区）における電力、都市ガスおよびＡ重油の消

費量について現状を把握し、今後の削減計画や方針を検討します。下表は、電力、都市ガス、Ａ重油につ

いて５年間のデータを、各々まとめたものです。 

電力、都市ガス、Ａ重油の年間消費量 

エネルギー種別 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

電力        MＷｈ 2,756 2,581 2,541 2,667 2,456 

都市ガス    千㎥ 104 102 105 113 102 

Ａ重油      ｋＬ 4 0 0 0 0 

延床面積    ㎡ 39,743 39,743 39,743 39,743 40,164 

 

箱崎文系地区及び法科大学院・建築学教室（箱崎理系地区）の各エネルギーの概説   
【電力】 

 電力は、照明・ＯＡ機器等及び空調設備の電源として使用しています。平成２０年度以降、電力消費量

は減少の傾向にありましたが、平成２２年度は前年度比約５％の増加となりました。これは平成２２年度

の夏季、冬季が、それぞれ記録的な猛暑、低温であったことで、空調機の使用が増加したことによるもの

と考えられます。 

 

 

 

【都市ガス】 

 都市ガスは、研究室や事務室等の補助暖房・給湯及び空調設備に使用しています。平成２２年度の消費

量が、前年度比約８％増加となりましたが、これは電力同様、夏季及び冬季における空調設備の使用量増

加が原因と考えられます。 

 

 

 

【Ａ重油】 

Ａ重油の使用は、冬季の暖房用に使用していましたが、１９年度をもって重油の使用を止めました。 
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２．二酸化炭素排出量 

 

 

 

エネルギー起源の二酸化炭素排出量 

 地球温暖化の原因の１つとされている温室効果ガスのうち、京都議定書における削減を定めら

れた対象物質は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素及び３フロン物質です。箱崎文系地区にお

ける排出量のほとんどは、エネルギー消費に起因する二酸化炭素です。ここでは、エネルギー消

費による、電力、都市ガス、Ａ重油を対象とした二酸化炭素の排出に関して示すものとします。 

 平成２３年度に箱崎文系地区から排出されたエネルギー起源の二酸化炭素は約１，０８９トン

であり、学生を含む本地区全構成員一人当たりの排出量は、エネルギー利用だけで約０．２４ト

ンとなっています。 

 

         二酸化炭素の年間排出量  単位：トンーＣＯ2 

 エネルギー種別 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３  

 

 

 

   CO2排出係数 

    電力 959 898 884 928 855  0.348 t-CO2/MWh 

   都市ガス 231 226 234 251 228  2.22  t-CO2/千㎥ 

   Ａ重油 11 0 0 0 0  2.71  t-CO2/kL 

    合計 1,201 1,125 1,119 1,179 1,083  

 電力、都市ガスの排出係数は、九州電力、西部ガスがそれぞれ自社のホームページで公表している係数を、Ａ重油の排出係

数は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の係数を使用しています。 

 

 

箱崎文系地区及び法科大学院（箱崎理系地区）の二酸化炭素排出量 

 １，１８６トンの二酸化炭素排出量をエネルギー源別に、下図に示しました。 
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３．エネルギー発熱量と削減活動 

 

 

箱崎文系地区及び法科大学院（箱崎理系地区）のエネルギー発熱量 

 使用したエネルギーを発熱量としてジュール（Ｊ）の単位で示したものが次の表です。 

                       
                エネルギー発熱量 単位：GＪ 

エネルギー種別 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 換算係数 

電力 27,480 25,732 25,337 26,594 24,483 9.97 GJ/MWh

都市ガス 4,688 4,598 4,757 5,090 4,632 45.1GJ/千㎥ 

Ａ重油 156 0 0 0 0 39.1GJ/kL 

合計 32,324 30,330 30,094 31,684 29,115  

*電力およびＡ重油の換算係数はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の係数を、都市ガスの換算係数は西部ガス

が自社のホームページで公表している係数を使用しています。 

*単位 ＭＷｈのＭ（メガ）は 10の 6 乗、ＧＪのＧ（ギガ）は、10 の 9 乗を意味します。 

 

エネルギー消費抑制に向けた取組 

 箱崎文系地区では、地球温暖化防止対策として、「光熱水量抑制策」や「節電に関するルール」

を策定し、教職員・学生一人一人が省エネルギー対策を積極的に実施し、環境負荷低減に努めて

います。また、平成１８年度より毎月、箱崎文系地区協議会に電気、ガスの使用量を報告するこ

とにより教職員に対して、よりー層の抑制に対する意識啓発を促しています。 

 

        「光熱量料抑制策」及び「節電に関するルール」の概要 

 

    エネルギー 

   ・電気製品は省エネルギー型に取り替える。 

   ・冷房時の室温は２８℃以上、暖房時の室温は１９℃以下とする。 

   ・冷暖房中の窓、出入口の開放を禁止する。また、扇風機等を併用することで体感温度を

下げる工夫をする。 

   ・長時間、席を離れる時は、パソコンの電源を切断する。 

   ・省エネルギーポスターの掲示。 

   ・クールビズ、ウォームビズを実施する。 

   ・毎週金曜日は定時退勤日とする。 

 

   照明 

   ・原則として、昼休み時間は消灯する。 

    ・夜間の照明は、必要最小限の範囲のみとする。 

    ・自然光を活用する。 

    ・トイレ、廊下、階段等の照明装置は、人感センサー付へ取り替える。 

    ・廊下、通路及び部屋（室）等での不要な箇所の蛍光管は間引きする。 

 

   水資源 

   ・節水型器具に取り替える。 

   ・水栓には必要に応じて節水コマを取り付ける。 

    ・漏水点検の徹底を図り、漏水が発生した場合は直ちに修理する。    
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４．水使用量 

 

 福岡市周辺には大きな河川がなく、昭和５３年（１９７８）、平成６年（１９９４）には異常渇水に見

舞われ、１０ヶ月に及ぶ時間給水が実施されたことから、福岡市では、海水から逆浸透膜を用いて塩分を

９９％以上除去する海水淡水化施設を、平成１７年度から導入しています。水資源の乏しい福岡市にある

本学は、節水を徹底し、水資源を有効に利用しなければなりません。 

 また、世界的にも砂漠化の進行や人口の増加により一人あたりの水資源量が減少しています。 

水利用 

 平成２３年度の水利用は、箱崎文系地区が年間約１３．０千㎥、建築学教室（箱崎理系地区）が年間約

２．３千㎥、法科大学院（箱崎理系地区）が年間約１．５千㎥で合計約１６．８千㎥となっています。 

  

 

       上水道 

 

箱崎文系地区 

 

      下水道 

      

 

 

混合水 

（上水道・井戸水） 

建築学教室 

（箱崎理系地区） 

 

      下水道 

      

 

 

混合水 

（上水道・井戸水） 

法科大学院 

（箱崎理系地区） 

 

      下水道 

      

 

箱崎文系地区及び建築学教室、法科大学院（箱崎理系地区）の水の年間使用量  単位：㎥ 

所在区分 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

箱崎文系地区 28,701 29,093 14,255 14,660 13,020 

建築学教室 

（箱崎理系地区） 
1,629 1,969 1,877 2,493 2,286 

法科大学院 

（箱崎理系地区） 
1,343 1,600 1,704 1,588 1,546 

水の年間使用量 

 箱崎文系地区と建築学教室・法科大学院（箱崎理系地区）の合計の水使用量を図示しました。 
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５．生活系ごみ 

 

 

箱崎文系地区のごみ排出量 

 平成２３年度に箱崎文系地区から排出された生活系ごみは、１０８.９０トンで、その内訳は、可燃ごみ

が５７.１５トン、古紙４８．１７トン、分別ごみが３．５８トンです。分別ごみは、下のポスターに示し

ている瓶、缶、ペットボトル、発泡スチロール、金属くず、蛍光管、乾電池、スプレー缶及び不燃ごみ等

で、平成８年から分別に取り組んでいます。生活系ごみの資源化率を高めるためには、可燃ごみに含まれ

る「紙切れ」（メモ用紙等、紐でくくれない、小さな紙）を古紙として分別することが重要ですので、今

後も、引き続き分別努力を行っていきます。 

 

          

 

分別ごみの内訳 

       

         分別回収ボックス    

分別ごみ 処理 トン 

 飲料缶・金属くず 再生 0.65 

 ペットボトル 再生 0.15 

 飲料瓶・薬品瓶 再生 1.41 

 蛍光管 再生 0.88 

 乾電池 再生 0.08 

 発泡スチロール 再生 0.05 

 実験系可燃ごみ 焼却 0.00 

 不燃ごみ 埋立 0.36 

 合計  3.58 
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６．コピー使用量 
 

 

 

 箱崎文系地区におけるコピー使用量

を集計しました。 

 国立大学の法人化後、新たな大学運

営に関する委員会や会議等が増加した

ことから、コピー使用量は増加の傾向

にありましたが、平成２３年度は、前

年度比３％の減となりました。 

今後も、会議資料のペーパレス化や

電子媒体の積極利用により、コピー使

用量の抑制と、用紙類全般の使用量に

ついても抑制を推進していきます。  

 

             

 

       

 

 ７．グリーン購入 

 

 グリーン購入とは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）

に基づき、環境にやさしい物品の購入やサービスの提供を推進するものです。本地区においても、

環境物品等の調達を推進する努力をしています。 

 具体的には、可能な限り環境への負荷の少ない物品等の調達を目指しています。 

 平成２４度の特定調達品目については、下表に示す調達実績があるすべての品目についてグリ

ーン購入を行いました。 

 今後の取り組みとして、物品を販売する事業者に対しても、グリーン購入基準適合製品の品揃

えを充実してもらうよう協力を求める等、大学全体で取り組むことが必要と考えています。 

           

平成２３年度に調達したグリーン購入基準適合製品 

 

分   野 摘   要 調 達 量 

 紙類  コピー用紙等 ２９，３２７ kg 

 文具類  文具 ６４，９４５ 点 

 機器類  事務機器等 ４４０ 台 

 ＯＡ機器  電子計算機・ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ等 ９，８３５ 点 

 家電製品  テレビジョン受信機等 ２４ 台 

 エアコンディショナー等  エアコンディショナー等 ８４ 台 

 照明  蛍光管等 １，６４４ 点 

 制服・作業服  作業服等 １０２ 点 

 インテリア・寝装寝具  カーテン等 ７ 点 

 作業手袋  作業手袋 ２２８ 組 

 その他繊維製品  モップ等 ６８ 点 

 役務  印刷等 ６７９ 件 
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